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１　核兵器廃絶と安全保障法制（戦争法）について
まず、核兵器廃絶と安全保障法制＝いわゆる戦争法について質問します。
　１１月２日に国連本部で開かれた国連総会第一委員会で、オーストリアなどが提案した「核兵器の禁止と廃絶のための人道の誓い」、南アフリカなどが提案した「核兵器のない世界への道徳的な責務」の決議案に日本はいずれも棄権しました。これらの決議案は、核兵器使用の非人道性を非難し、核兵器を禁止する法的拘束力のある措置や効果的措置をとるよう、交渉や行動を求めています。日本政府は被爆国でありながら、核抑止力論、「核の傘」依存の立場から、核兵器禁止条約の交渉開始を求める国連総会決議に棄権を続けています。
　私は被爆地広島の県議として、綱領に核兵器の廃絶を明記している日本共産党の議員として、政府の立場は到底、容認できません。被爆県広島の知事として、日本国政府のこうした立場について、湯崎知事のご所見をお伺いします。
　次は、９月１９日に自民党・公明党などの採決強行で成立した安全保障法制・戦争法の問題についてであります。法律成立から3カ月近くなりますが、戦争法の廃止を求める世論と運動は全国で今も続いています。
この法律は、内容も、やり方も、二重に憲法違反であり、廃止するしかありません。内容の面では、「戦闘地域」での兵站、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権の行使―そのどれをとっても、戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認を明確にしている憲法9条を蹂躙し、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。
やり方の面では、政府が戦後６０年あまり、「集団的自衛権行使は憲法９条のもとではできない」といってきた憲法解釈を一内閣の専断でひっくり返す、立憲主義を破壊するというやり方をとりました。ママの会のお母さんたちは「誰の子どもも殺させない」と立ち上がり、学生団体のシールズは集会やデモで「民主主義って何だ」「勝手に決めるな」とコールしました。憲法学者の大多数、内閣法制局の歴代長官、最高裁判所の元判事や元長官らは「立憲主義の破壊は許せない」と声をあげました。これらのたたかいに励まされて野党は最後まで団結して安倍内閣をおいつめました。
　知事、あなたは、憲法や民主主義に反する今回の採決強行をどう思われますか、ご所見をお伺いします。
　日本共産党は、法案が強行された９月１９日に「国民連合政府」実現を呼びかけることを決めました。この提案は３つの柱です。第一は、戦争法（安保法制）廃止、安倍政権打倒のたたかいをさらに発展させよう、第２に、戦争法廃止で一致する政党・団体・個人が共同して国民連合政府をつくろう、第３に、「戦争法廃止の国民連合政府」で一致する野党が、国政選挙で選挙協力を行おう、というものです。
　わが党はいま全国で、この提案について申し入れ、懇談を行っています。多くの賛同の声が寄せられ、反響が広がっています。
憲法９条のもとで、日本は戦後、自衛隊員が殺し殺されることはありませんでした。ところが、戦争法をそのままにしておけば、自衛隊が海外で戦闘行為に巻き込まれ、殺し殺される恐れが大きくなります。憲法違反の法律をそのままにしておけば、日本は無法国家、独裁国家になってしまします。だから多くの人たちが戦争法・安保法制廃止の声をあげ、日本共産党の提案が反響を広げているのだと思います。知事のご所見をお伺いします。
　この点で私が危惧するのは、テロの問題です。フランスのパリで同時テロが起こりました。今回の事件は、いかなる理由があろうと絶対許されない卑劣な犯罪行為です。同時に、これまでの事態が示しているように、空爆ではテロの根絶はできません。過激組織ＩＳは、２００３年に始まったイラク侵略戦争と２０１１年からのシリア内戦の混乱で生まれ、勢力を拡大してきました。イラク戦争の当事者であるブレア元イギリス首相は「イラク戦争がＩＳの台頭につながった」と認めています。テロを世界から根絶するためには、テロの土壌となっている問題をなくすなど、国際社会の一致結束した取り組みが必要だと日本共産党は考えています。戦争法によって、ＩＳに対する空爆などの軍事作戦に自衛隊が参加する危険性が生まれています。テロ問題の解決に役立たないだけでなく、日本国民をテロの危険にさらすことになります。アメリカにノーと言えない日本政府のもとで、戦争法の一刻も早い廃止が必要です。知事のご所見をお伺いします。
２　環太平洋連携協定（ＴＰＰ）大筋合意と本県農林水産業への影響について
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の「大筋合意」の概要が明らかになりました。国会決議で交渉内容にしないとしていたコメや牛肉など重要5品目をふくめ、農林水産物の8割以上の関税を撤廃するなど重大な内容になっています。
国会決議は、「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、…除外又は再協議の対象とすること…」としています。ところが、米の７万8,400トンの別枠輸入を認め、牛肉は関税率を38.5%から９％へ、豚肉は、低価格品でキロ482円の関税が50円へ、高価格品はゼロ関税へ、乳製品も生乳換算で7万トンの輸入を認める。重要品目586品目のうち約3割にあたる174品目で関税を撤廃するなど、国会決議に違反し裏切るものになっています。安い輸入食品が増え、国内の農家や地域産業が大打撃を受けることになります。
ＪＡ全国農業協同組合中央会は１０月１５日にＴＰＰに関する特別決議で「…衆参農林水産委員会の国会決議の内容を逸脱しているとの懸念があるなか、生産現場には不安と怒りの声が広がっている」とＴＰＰ「大筋合意」を批判しています。また、全国漁業協同組合連合会は10月6日に「…安価な輸入畜産物の増大による水産物価格の下落や畜産物への置き換わりにより多大な影響が生ずる…」と危機感を表明しました。
鈴木宣弘東京大学教授のまとめでは、「大筋合意」による農業分野の被害額はコメ・約1,100億円、牛肉・3,262億円、豚肉・4,141億円、乳製品・約960億円、小麦約80億円、主要な果実は1,895億円と試算し、1兆千億円を超えるとしています。2013年の農業生産額は８兆５千億円余ですから、１３％もの減少になります。
本県、農林水産業への影響についてどのように考えているのか、知事のご所見をお伺いします。
また、農林水産業はもとより、暮らしと経済を守るために、ＴＰＰ協定作成作業から撤退し、協定の調印・締結、国会承認を行わないことを政府に求めるべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いします。
３　マイナンバー制度について
マイナンバーは赤ちゃんからお年寄りまで全員に１２桁の番号をつけ、国民一人ひとりが管理し税や社会保障の手続きなどで使用する仕組みです。現在、年金や税金、住民票などの個人情報は公的機関ごとにそれぞれ管理されています。マイナンバーでは各情報を一つに結びつけることが可能になります。
行政からすれば、国民の所得、年金、社会保険、福祉、公営住宅などの行政手続きや雇用主への届け出など、各種の個人情報を効率よく把握できる一方、マイナンバーがひとたび外部に漏れ出せば、悪用され、個人のプライバシーが侵害される危険性は極めて大きくなります。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。先の日本年金機構の事件のように、システム上、運用上の不備を原因とした情報が流出した場合、甚大な被害をもたらします。マイナンバー制度が実施されなくても、住民生活への不都合は生じません。
マイナンバー制度は直ちに中止するよう県として政府に求めるべきであると考えますが、知事のご所見をお伺いします。
４　子育て支援策について
（１）子どもの医療費助成制度の拡充について
まず、子どもの医療費助成制度についてです。この制度は「子育て家庭の経済的負担の軽減と、乳幼児の健康保持」にとって重要な事業であり、少子化対策としても大きな役割を果たしています。県制度は入通院とも就学前までになっています。
現在、県内２３市町で県以上の助成をしているのは、入院は大崎上島町以外の２２市町で全体の９５％、通院は18市町で全体の78％になります。
県制度と同じであった大崎上島町は、子育て環境を充実させ、若者や子育て世帯の定住促進を図るために、来年度入院・通院とも中学校3年生まで引きあげることを決めたほか、府中市も来年度、入院通院とも中学校3年生まで引きあげます。全国的にも、小学校卒業まで入院は23都道府県、通院は12都府県、中学校卒業まで入院は15都県、通院は6都県で、子どもの医療費助成制度の拡充はすすんでいます。
県内市町において子ども医療費助成制度の対象年齢を引き上げ、子育て世代の定住の促進、安心して子どもを産み育てる環境の拡充がすすんでいることについて、県はどのようにお考えなのか、知事のご所見をお伺いします。
　国立社会保障・人口問題研究所による第14回出生動向基本調査（2010年調査）によりますと、「夫婦が実際に持つつもりの子どもの数＝予定子ども数（2.07人）が理想子ども数（2.42人）を下回る理由として『最も多いのは子育てや教育にお金がかかりすぎるから』であった。とりわけ30歳未満での若い世代ではこうした経済的理由を選択する割合が高い」と分析しています。
さらに同調査では、『理想を３人以上としている夫婦では理想が実現しない理由として』とし、『１人目の壁は年齢・身体的理由、３人目の壁は経済的理由』としています。
　子育て世代の経済的負担を軽くし、子どもを安心して産み育てる環境を充実した、ファミリーフレンドリーな広島県を実現していくためにも、子どもの医療費助成制度を中学校卒業までを目指しつつ、小学校3年生、小学校6年までと計画的に対象年齢を引き上げてはどうでしょうか、知事のご所見をお伺いします。
（２）保育料助成制度の創設について
次に、子育て世帯への経済的負担の軽減では、保育料への助成があります。補助内容は、対象者を第２子・３歳未満から第3子・3歳以上就学前までなど、補助率も全額から所得階層別に区分するなど、さまざまであります。全国的には１９府県で実施しています。中国5県の鳥取県、島根県、山口県などは、すでに保育料軽減措置をしています。また12月3日、岡山県知事は第3子以降の保育料の無償化に取り組む考えを示し、来年度、実施を検討しています。しかし、広島県には補助がありません。安心して子育てできる広島県をつくるためにも、先進事例を検討し保育料軽減の制度、導入に踏み切ってはいかがでしょうか、知事のご所見をお伺いします。
５　小規模企業・小企業について
小規模企業・小企業の振興についてお尋ねします。
昨年６月、「小規模企業振興基本法」が成立し、国とすべての自治体に小規模企業への支援が責務として明確にされ、地域経済を支える中小業者の発展に行政が正面から取り組むことを求めています。
　県内企業数の99.8％が中小企業であり、また86.3％は従業者5人以下の小規模家族経営を含む小規模企業です。中小企業・小規模企業は雇用でも78.6％を擁しており、地域経済と雇用を守るためには、小規模企業の振興は欠かせません。小規模企業振興基本法が、中小企業基本法の理念を維持しつつ、「個人事業者をはじめとする従業員が５人以下の事業者を『小企業者』とし」、その事業の「持続的な発展（維持）」を正面から応援すること目的にしているのはそのためです。
この法律に基づき、昨年10月、国は「小規模企業振興基本計画」を策定し、自治体に対して、地方公共団体は国と連携を図りながら、「基本計画を踏まえ地域特性に応じた施策を策定し、効果的・重点的実施を図る」ことを求めています。
更に本年4月、中小企業庁は初めて小規模企業白書を発表し、小規模企業の構造的問題や発展に向けた課題を明らかにしたところです。
島根県では「小規模企業振興法」も踏まえ、「島根県中小企業・小規模企業振興条例」を11月24日に成立させました。全国商工団体連合会の調べでは34県140区市町が「中小企業振興条例」を制定しています。
そこで、県としては小規模企業・小企業の持続的な発展・維持のためにどのような施策を考えているのかについて、また併せて、中小企業・小規模企業振興に向け広島県でもこのような条例を策定してはどうかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
６　住宅リフォーム助成制度について
地域の小企業・事業者への仕事づくりと、地域内経済循環を活性化させる事業として、住宅リフォーム助成制度があります。
2013年度現在で、全国628自治体、全自治体の３５．６％で実施されています。この事業は、予算の10～20倍の仕事をつくり出し、業者も住民も地域も元気にすると好評で、制度の発展充実が求められています。私は、この事業は中小業者への仕事おこしと同時に、経済の地域内循環を生み出し地域経済に大きく貢献する事業だと考えるものであります。
秋田県では、2010年度から「50万円以上の工事に対し10％補助、上限15万円」を基本とした「住宅リフォーム推進事業」を開始しています。同県の調べによると、2010年度から2014年度の5年間の事業効果は，県制度の活用件数が61,444戸，補助金総額79億6,000万円超で，工事総額は，約1,211億4,500万円に上ります。産業連関表による経済波及効果は、約1,911億円で、補助金の24倍に相当します。今年度も予定件数9,000件、10億3,500万円の予算を組み実施しています。
広島県は、「子育て・高齢者等あんしん住宅リフォーム普及支援事業」を経済的効果があると認めながらも廃止しました。
秋田県のように増改築・リフォーム、耐震、省エネ、バリヤフリー改修など広範囲に活用でき、使いやすい「住宅リフォーム助成制度」を県として，再度創ってはいかがかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
７、教育条件整備について
教員が病気休暇、介護休暇、産前産休に入っても、替わりの教員がつかない、いわゆる「教育に穴が空く」事態について、これまで幾度も指摘し抜本的な改善を求めてきました。
昨年度、病気休暇で２週間以上も代替教員が配置できなかった件数は、小学校で６５件、中学校で25件です。最大の遅れは尾道市の小学校で165日、中学校は同じく尾道市の保健体育で117日であります。事前に休暇が分かっている産前休暇でも小学校30件、中学校でも1件あり、最大の遅れは福山市の小学校で112日となっています。
代替教員が直ちにつかない件数の多さはもとより、6か月から４カ月近くも担任がいない、中学校では117日、4カ月近くも先生がいない、これでまともな教育が出来ていると言えるのでしょうか。教育長のご所見をお伺いします。
今年度は，10月30日現在で，病気休暇に係る同件数は小学校36件、中学校19件、合わせて55件となっています。介護休暇は小中合わせて7件、産前休暇は小中合わせて12件と、教育現場の実態は「教育に穴が空く」事態が改善されるどころかますます深刻になっているではありませんか。「代替教員の休暇予測や必要な時期があらかじめ正確に把握できない、免許の種類が合致できない等の理由からと、やむを得ず配置が遅れる場合もある」としていますが、なぜこのような事態になるのか、どのように解決しようとしているのか、教育長にお尋ねします。
休暇申請があってから代替教員を確保することは容易ではありません。例えば、定数外で教員を確保する登録講師人材バンクをつくるなど抜本的な対策が必要だと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。
８、定数内臨時教員の解消と正規教員の増員について
今年度の定数内臨時的任用者、いわゆる定数内臨時教員は小・中学校で734人、高等学校で67人、特別支援学校で185人、合計986人。この３年間右肩上がりで増え、昨年度より53名の増、平成14年度の366人の実に2倍超となり、過去最高であります。これらの教員は、正規教員として採用されてしかるべき人たちでもあります。
県教委は「教育環境を整えるためには、定数内臨時的任用者の減少を図ることが課題である、必要な教員の確保に努力する」と答えてきました。しかし、現状は依然として改善されていません。
その理由として、①新採用者の辞退者が予想以上に多い、②早期退職者が予想以上に多かった、③特別支援学級の増加、④非常勤講師の常勤職員化、などをあげていますが、これらは事前に予測できたことです。
なぜ改善されないのか、その理由と解消の方法を教育長にお尋ねします。
また、臨時的任用とはどのような場合に採用され、任期はどのようになっているのか、併せて、教育長にお聞きします。
文科省の調査では、今年度、公立小・中学校の教員定数に占める正規教員の割合は、全国平均は93.1%、全国1位は東京都の102．6％、２位は鳥取県の99.6％です。広島県は36番目の90.7%であります。ここ数年この順位はほぼ変わりません。
昨年7月4日付で総務省は「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用について」とういう通知を出していますが、臨時的任用の職員についてどういう点に留意すべきであるとしているのか、教育長のご所見をお伺いします。
2015年度の広島県の加配定数は869人、加配率は6.6％で全国最低水準であります。定数内臨時教員多数採用するなど、本県の安上がりの「定数政策」の抜本的な転換が求められています。
全ての子どもたちに行き届いた教育をするためにも、身分の安定した正規任用者を大幅に増やし教育条件整備を進めるべきだと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。
９、少人数学級の拡充について
　47都道府県で、３５人学級を小学校２年生までしか実施していないのは、広島県と熊本県、そして大阪府の3府県だけであります。少人数学級でゆきとどいた教育をすすめるという点では、広島県は全国的にも極めて遅れており、恥ずべき状況であると考えるものであります。
中国５県では広島県より財政力が厳しい島根県では、３５人学級を2014年度から３年間で中学校３年生まで拡大します。
文科省は少人数学級で期待できることとして、①理解度や興味・関心に応じたきめ細かな指導が可能、②発言・発表機会が増え授業参加がより積極化する、③教室にゆとりが生じ様々な教育活動が可能、④生徒指導上の課題に即した個別指導の充実、⑤幼稚園からの円滑な移行による小１プロブレムに対応など、少人数学級の教育効果を明らかにしています。
　広島県は、少人数学級の教育効果を認めながら、財政的な理由をもって、少人数学級はすすまず全国最下位です。これでどうして「日本一の教育県の創造」に向けて取りくんでいくと言えるでしょうか。きめ細かく、行き届いた教育を実現していくため、３０人学級を目指しながら、当面３５人学級を全学年に広めていくことに踏み出すべきだと、強く求めるものでありますが、教育長のご所見をお伺いします。
１０、県内大学、高校への期日前投票所の設置について
　2013年参議院選挙の広島県の投票率は49.99％でした。20代の投票率は33.37％、実に3人に1人しか投票していません。実際、参議院選挙の全投票所から188投票所を抽出した結果でも、年齢階層別で20～24歳が31.18％と投票率が最低でした。昨年の総選挙でも20～24歳投票率が29.72％と最も低い投票率でした。
　こうしたなかで、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた改正公選法が来年6月19日に施行され、来年の参議院選挙が最初の選挙になります。福山市の選挙管理委員会は若年層の投票を促すことを目的に、福山市立大学に期日前投票所を設けることを決めました。尾道市選管が尾道市立大学、東広島市選管が広島大学に期日前投票所を設けることを検討しています。
そこで、新たに選挙権を得た学生や高校生など、若い人の投票率向上をはかるため、県内の大学と高校に期日前投票所を設置するよう、求めるものですが、ご所見をお伺いします。
１１、広島市東部地区連続立体交差事業について
広島都市圏東部のJR向洋駅及び海田市駅周辺地区は、JR山陽本線及び呉線により市街地が分断され、踏切遮断による慢性的な交通渋滞や消防救急活動に支障が生じ都市機能が著しく阻害されています。これらを解決するため関係市町村が44年前から取り組みをはじめ、1999年に都市計画決定が行われ、2002年度事業認可を受け広島都市圏東部6,3キロをすべて高架にする当初の事業は2015年度に完成するはずでした。
ところが、巨額の事業費や関係住民との調整などで計画の延期、縮小などを経て、本年6月、見直し案が示されました。海田市駅の周辺2キロと向洋駅の周辺2キロを高架化する一方、その間にある安芸区船越地区などは高架化しないで、線路をまたぐ跨線橋や線路をくぐるアンダ―パスを設ける計画になっています。
船越地区の住民からは、「線路の山谷の形態、跨線橋やアンダーパスは現地の交通状況を知らない計画あり無用の長物だ」という声が寄せられています。また、「引地踏切」は、幅も狭く人や自動車などの通行は、「いつ事故が起きても不思議でない」状況だといわれています。
この地域は国道2号線と31号線、県道164号広島海田線、JR山陽本線、JR呉線が交差、入り組み広島県でも一番の交通の難所といわれているそうです。特に跨線橋の南北入口付近は交通渋滞がひどく、見直し案が実施されると、地域の人達は跨線橋に乗らず隣の堀越や海田の踏切道に行くと言われています。
渋滞の解消どころか渋滞の分散になると懸念するものでありますが、知事のご所見をお伺いします。
　船越地区をはじめ関係住民の願いは、広島都市圏東部の交通渋滞の解消、南北一体化、踏切の安全確保であります。見直し案を撤回して当初計画にもどすか、または、高さは低くしても全区間を高架にすべきだと求めるものですが、知事のご所見をお伺いします。
１２、広島高速５号線、福山西環状線、福山沼隈道路について
広島市東部地区連続立体交差事業は全区間の高架化を関係住民が求めているにもかかわらず、見直し案を押しつけています。その一方、広島高速5号線や福山西環状線、福山沼隈道路は長年の反対運動があっても強引にすすめているのが広島県です。住民合意がすすまないこれら大型道路建設はただちに中止することを求めるものでありますが、知事のご所見を伺いします。
２０１５年１２月県議会
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